
令和７年１１月２１日

選挙管理委員会事務局

取 扱 注 意
記事解禁日指定

テレビ
ラジオ 令和７年１１月２６日（水）午後１時以降
インターネット
新聞 令和７年１１月２７日（木）朝刊以降

報道機関各位

「令和６年分政治資金収支報告書の概要」について

「令和６年分政治資金収支報告書の概要」について、別紙のとおり作成しましたの

で、配付します。

なお、記事解禁日は、以下のとおりとします。（令和７年１１月５日付けでお知ら

せしたとおりです。

（記事の解禁日）

○ テレビ、ラジオ、インターネット

令和７年１１月２６日（水）午後１時以降

○ 新聞

令和７年１１月２７日（木）朝刊以降

※ 令和７年１１月５日付けの「令和６年分の政治団体の収支報告書に係る要旨の公

表について」によりお知らせしたとおり、資料提供後、公表日(令和７年１１月２６

日）前における「令和６年分収支報告書の概要」及び告示原稿の内容に係る政治団

体に対する取材は、一切禁止とします。

報 道 機 関 提 供 資 料

担 当 課 選挙管理委員会事務局選挙グループ

担 当 者 Ｇ Ｍ 高 橋 昌 広
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